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令和５年田村市教育委員会第１回臨時会議事録 

 

１ 招集日時   令和５年３月１日（水）午後２時３０分 

  

２ 招集場所   田村市役所 ３階 ３０４会議室 

 

３ 出席者             教育長  飯 村 新 市 

教育長職務代理者  佐 藤 由香理 

     委 員  渡 邊 世 子 

   委 員  栁 沼 かおり 

 

４ 欠席者    委 員  船 田 隆 典 

                             

５ 説明のため出席を求められた者 

職氏名    教育部長                石 井 敏 夫 

       教育総務課長              志 田 健 久 

参事兼学校教育課長           菅 野   学 

生涯学習課長              橋 本 弘 明 

教育総務課課長補佐兼教育総務係長    助 川 勇 造 

教育総務課教育施設係長         根 本 一 広 

学校教育課管理主事兼課長補佐兼指導管理係長   小 松 信 哉 

学校教育課教育振興係長         紺 野 健太郎（欠席） 

生涯学習課課長補佐兼生涯学習係長    遠 藤 和 夫 

生涯学習課スポーツ振興係長       松 崎 久 幸 

 

６ 会議の書記  教育総務課 主査            坪 井 真里子 

 

７ 開閉会    開会 午後２時２８分   閉会 午後３時１９分 

 

８ 会議に付した案件は次のとおりである。 

   

  議案第８号 令和５年度（令和４年度末）教職員人事異動の内申について 

 

その他の案件 

 

９ 会議の経過は次のとおりである。 
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発 言 者 内                  容 

 

 

教 育 長 

 

 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

 

書   記 

 

教 育 長 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

 

教 育 部 長 

 

学校教育課長 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

【開会 午後２時２８分】 

 

令和５年田村市教育委員会第１回臨時会の開会を宣言。 

会期は、本日１日間とし、別紙議事日程によって進めたいが、異議が

あるか。 

 

（異議なし） 

 

異議なしと認める。会期は本日１日間とし、別紙議事日程によって進

めることに決定した。 

 会議録署名委員の指名。教育長指名で佐藤由香理委員と渡邊世子委員

を指名。書記に教育総務課 坪井主査を指名する。 

 

 令和５年第２回定例会会議録の概要を朗読。 

  

ただいま朗読があった会議録について、承認することに異議はあるか。 

 

（異議なし）  

 

異議なしと認め、令和５年第２回定例会会議録は、承認することに決

定する。 

 

日程第３、議案上程に移り、議案審議に入る。 

 

議案第８号 令和５年度（令和４年度末）教職員人事異動の内申につ

いて、説明を求める。 

 

 議案第８号について、議案説明。 

 

 議案第８号について、資料により説明。 

 

 ただいま説明の、議案第８号 令和５年度（令和４年度末）教職員人

事異動の内申について、質問・意見はあるか。 

 

管理職等の異動について補足説明。 

 教職員の数が足りていない状況である。埼玉県では、教員免許は持っ

ているけど教壇に一度も立ったことがない人材を集めて説明会を実施し

て９名の参加があったようだ。  
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渡 邉 委 員 

 

教 育 長 

 

 

渡 邉 委 員 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

渡 邊 委 員 

 

 

教 育 長 

 

 

 

渡 邊 委 員 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡 邊 委 員 

 

教 育 長 

 

 

再任用校長制度はこれからも継続されるのか。 

 

来年度で一旦終わりとなり、再来年度から新たな採用制度ができると

聞いている。 

 

時代の流れで民間校長制度もあったが、これについては無くしていく

のか、それとも継続していくのか。 

 

 内情をお話しすると、校長のなり手はたくさんいる。校長になるため

には教頭職の経験が必要となるが、教頭の業務が過酷を極めるためこの

教頭のなり手が少ない状況である。校長の席に穴が空くとその分教頭を

増やさなくてはいけない。できるだけ新任の教頭を増やさないようにす

るためには、そのまま校長を配置するしかない。これは東京でやった方

式である。 

 

 逆になかなか校長になれないと、モチベーションを阻害されたように

思う先生もいる。 

 

 県立学校はほとんど再任用校長制度を使っていない。義務教育学校も

人数を制限して採用しているので、希望する者みんながなれる訳ではな

い。きちんと校長になれる枠も取りながら再任用制度も活用していく。 

 

 東日本大震災後、福島県ではなかなか採用ができず、ほかの都県に採

用をお願いした経緯がある。その後、経験者として福島県に戻ってきた

教職員はいなかったのか。 

 

 いるとは思う。ただ、もう１０年以上も過ぎてしまったので、ほかで

家庭を築いていると戻りづらくなっているという現状もある。確かに震

災後に東京都希望枠というので５０人採用してもらっている。それ以外

で採用された者も５、６年後に福島に戻ってきていたが、最近は少なく

なっていると聞いている。福島県出身者はまだまだたくさんいるが、東

京の大学に進学すると、そのまま東京圏内で就職してしまう。 

 どうにかしていかないと、学校に子どもが来ても教える先生がいない

という状況になりかねない。 

 

 講師が足りないという状況もある。 

 

 これは、日本全国どこでも同じ課題である。 

 福島県では平成１４年から少人数教育といって、学級の規模を少人数

にしてやってきたが、なかなか講師がいないので、少人数の教室をやめ
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渡 邊 委 員 

 

 

教 育 長 

 

 

渡 邊 委 員 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

佐 藤 委 員 

 

学校教育課長 

 

て、できるだけ多い人数のクラスを作って、あとは講師がいれば T・T（テ

ィームティーチング）ができるように講師を配置しますよ、という少人

数指導、そちらに切り替えてほしい。という内容の通知が来ている。 

 最近は人数の少ない教室に慣れてしまった先生方もたくさんいるの

で、人数の多いところでの指導経験がないから、急に４０人くらいの学

級を見てください、となってもなかなかできない先生が多い。経験した

ことのある先生の数が少なくなってきているという現実がある。講師が

いなくてもどうにか済む教育方法に戻していかなくてはいけない。 

 少人数教育の成果が全然上がっていない。最たるは、学力が上がって

いない。子どもの集団を少なくしても学力は上がらない。もう一度ゼロ

から考え直さないといけない。 

福島県は不登校の児童生徒が全国よりも少ない傾向にあった。これは

少人数教育の成果と言われてきたが、これも２、３年過ぎたら平均的に

なってきて、率的に言えば全国平均よりも悪いかもしれない。少人数教

育には全く成果がないということになってしまう。 

 

 確かに成果や評価が全然聞こえてこない。最終的には個人の先生に因

るところもあるのでしょうけど。 

 

 田村市で見れば、学力もそんなに悪くはないので、成果としてとらえ

てもいいと思う。 

 

 教職員の人事異動に関して、前回は大変な教員が入ってきているとい

うことで話題になったこともあったが、今回の異動では、そういった心

配のある教員がいるのか確認したい。 

 

 今年度より、全県下で課題のある職員等についてはいろんな情報を共

有しようということで申し合わせをしている。その中の情報からすると、

課題のある教職員の配置は現時点では見られない。多少課題のある先生

であっても、校長や周りが何とか育てていこうというスタンスもあるの

で市教育委員会も含めて見守っていく体制でいる。 

 

 過去に処分を受けたことのある先生もいるかと思うが、どこかの教育

委員会では受け入れなければならない。教員を育てていくことも大切で

ある。 

 

 新採用「条件付き」とはどういう意味なのか。 

 

 正式採用に変わりはないが、新採用教員の採用後１年間は、見習い期

間のようなものである。２月頃に校長から「お墨付き」がでれば、今後
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教 育 長 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

教育総務課長 

学校教育課長 

 

教 育 長 

 

栁 沼 委 員 

 

学校教育課長 

継続していけるというようなものである。「条件付き」でも養護教諭や事

務職員は半年間となる。 

 

そのほか、質問はあるか。 

 

（なし） 

 

それでは、議案第８号 令和５年度（令和４年度末）教職員人事異動

の内申について、原案のとおり承認することに異議はあるか。 

 

（異議なし） 

 

異議なしと認める。議案第８号 令和５年度（令和４年度末）教職員

人事異動の内申について、原案のとおり承認する。 

 

 なお、明日、各校長から教職員へ内示がされ、３月２４日に公表とな

る。 

 

日程第４ その他の案件について、委員の皆様からあればお願いす

る。 

 

（なし） 

 

それでは、事務局からお願いする。 

 

１ 各行事の報告について 

 別紙資料により報告（2件） 

 

２令和 5年 3月・4月の行事予定について 

 別紙資料により説明（12件） 

 

３ 各事業について 

  教育総務課所管事業（1件） 

学校教育課所管事業（1件） 

 

 ただいまの説明に対し、質問、そのほか意見等あるか。 

 

 卒業式、入学式には教育委員からの励ましの言葉などはあるか。 

 

 予定はない。後日書面にて通知する。 
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栁 沼 委 員 

 

教 育 長 

 

佐 藤 委 員 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

     

教 育 長 

 

 

 

教育総務課課長補佐 

 

教 育 長 

 

委 員 

 

教 育 長 

  

 今後はコロナが明けてもこのような対応で行くということか。 

 

 元に戻していきたいと思うが、検討していきたい。 

 

 船引地区の閉校式には緑小学校と要田小学校に教育委員が出席するこ

とになるが、人数を分けて出席することになるのか。 

 

 午前中は各校の卒業式にてお世話になる。出欠も含めてご都合を伺っ

たうえで、決めてはどうかと思っている。必ずしも２人ずつにしなけれ

ばいけない、ということではない。ご相談したうえで、決定したい。来

週にかけて連絡する。 

 

 先ほど、その他で説明のあった東北六県教育委員会定期総会の参加に

ついてはどのようにするか。開催会場が秋田県大舘市となり遠い。出欠

の報告はいつまでか。 

 

 未だ通知が来ていないため、到着次第お知らせする。 

 

そのほか、質問はあるか。 

 

（なし） 

 

令和５年田村市教育委員会第１回臨時会の閉会を宣言。 

 

 

【閉会 午後３時１９分】 
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前記、会議の経過を記載して相違ないことを証するため、ここに署名

する。 

 

 

令和５年３月１日 

 

 

教育長   

 

 

委 員   

  

 

委 員   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


